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宿泊税の導入の経緯について 

 

①宿泊税とは 

  宿泊税は地方税の一種で、自治体が使途を決めることができる法定外目的税（地方税

法 731条）です。 

  一般的に、宿泊税を導入している自治体では、観光のための財源として地域の魅力を

向上させることを使途に掲げるとともに、地域の観光振興や市民生活と観光との調和等

に充てる財源として、令和７年１月末現在で３都府県６市２町で導入されています。 

 

②高山市の観光を取り巻く現状 

  観光は、地域の宿泊業や飲食業、運輸業等幅広い産業に関連する非常に裾野の広い産

業であり、他の産業への需要創出や雇用創出等の経済波及効果が非常に大きい産業で

す。 

  高山市は昭和３０年以降、官民連携により観光誘客に取り組み、平成３１年には年間

４７０万人を超える観光客が訪れる国際観光都市として成長しました。 

 

図１．観光客の推移 
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③観光を活用した持続可能な地域づくり方針の策定～リンク～ 

  市では、国際観光都市として成熟した飛騨高山の観光の強みを、市のまちづくり全般

に波及させていくため、「観光を活用した持続可能な地域づくり方針」を策定しました。 

  当該方針では、「持続可能な地域づくりの実現～観光を柱にした地域経済から、持続

可能な地域づくりのために観光を活かすまち飛騨高山～」を目的に掲げ、先人たちの努

力により脈々と受け継がれてきた飛騨高山の歴史や文化、自然を市民一人ひとりが享受

するとともに、裾野が広く、地域の人材・資源・産業を有効に活用できる観光の特徴を

活かした地域づくりを発展させることで、国内外から選ばれ続ける、住んでよし、訪れ

てよしの「国際観光都市 飛騨高山」の実現を目指すこととしています。 

 

④宿泊税導入の必要性 

  市の人口は 2050（令和 32）年に 53,862 人と推計され、2020 年と比較し 30,557 人、

36.2％減少する見込みとなっています。また、生産年齢人口も 21,323人、47.0％減少す

る見込みであり、今後も人口減少に伴う税収等の減少が見込まれる中で、少子高齢化な

どに伴う社会保障費の増加や公共施設等の老朽化に伴う更新や維持管理費の確保などが

必要であると考えられます。  

  地域の活力低下や人材確保に加え市内消費の減少への影響が懸念される中で、国内外

から訪れる観光客による大きな消費が得られる観光産業は、将来的にさらに重要な役割

を担うものと考えられます。 

 

図２．高山市の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

21,918 20,540 17,526 15,804 14,825 14,189 13,267 11,972 10,547 8,831 7,383 6,335 5,915 5,555 5,119 

62,589 63,636 63,782 63,388 61,637 59,050 

54,341 49,548 
45,399 

41,669 
38,565 

35,178 
30,558 26,939 24,076 

10,529 12,283 14,550 17,488 20,552 22,982 
25,025 

27,550 28,093 

27,762 27,153 
26,505 

26,607 
25,873 

24,667 

95,037 96,459 95,859 96,680 97,023 96,231 
92,747 

89,182 
84,419 

78,262 
73,101 

68,018 
63,080 

58,367 
53,862 

11.1%
12.7%

15.2%

18.1%

21.2%
23.9%

27.0%

31.0%

33.4%
35.5%

37.1%

39.0%
42.2%

44.3%
45.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

S55年

(1980年)

S60年

(1985年)

H2年

(1990年)

H7年

(1995年)

H12年

(2000年)

H17年

(2005年)

H22年

(2010年)

H27年

(2015年)

R2年

(2020年)

R7年

(2025年)

R12年

(2030年)

R17年

(2035年)

R22年

(2040年)

R27年

(2045年)

R32年

(2050年)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

(人)

実

績

推

計



 3 

 

 高山市の令和６年度予算総額は約 940 億円で、そのうち、観光振興の予算は約 14.3 億

円、予算総額の約 1.5％に相当します。 

 

図３．観光振興予算の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高山市観光統計における、高山市の令和５年の宿泊客１人あたりの消費単価は 39,511

円、日帰り客の 1人あたりの消費単価は 13,171円であり、それぞれの消費単価に宿泊客

数もしくは日帰り客数を乗じて得た消費額の合計は 1,041億 5243万円、さらに、間接的

に波及する経済波及効果も含む総額は 2,208 億 315 万円と推計され、市内消費に大きく

貢献しています。 

 

⑤宿泊税導入に係る検討経緯 

時 期 内  容 

令和元年 12月～ 高山市産業経済懇談会において宿泊税に対する取組みについて懇談 

令和 4年 法定外税の導入にかかる課題や現状に関する各種調査の実施 

（単位：億円） 



 4 

 

令和 5年 12月 12日～ 

令和 6年 3月 15日 

民間主体で構成された「観光ビジョンを実現するための新たな財源を

検討するプロジェクトチーム会議」への参画（計 3回） 

令和 6年 3月 25日 市内 13団体より「宿泊税の早期導入にかかる要望書」を受理 

令和 6年 4月 「観光を活用した持続可能な地域づくり方針」の策定 

令和 6年 4月 23日 観光振興に係る新たな財源の導入についての議会産業建設委員会協議 

令和 6年 7月 22日 宿泊税の導入についての議会産業建設委員会協議 

令和 6年 9月 18日 宿泊税の導入に係る検討状況についての議会産業建設委員会協議 

令和 6年 9月 30日～ 

10月 8日 
宿泊税に関する宿泊事業者説明会の開催（計 3回） 

令和 6年 10月 18日～ 

11月 18日 
「宿泊税の導入について」パブリックコメントの実施 

令和 6年 12月 3日 飛騨山小屋友交会より「高山市宿泊税についての陳情」を受理 

令和 6年 12月 17日 
高山市宿泊税条例についての議会産業建設委員会総務環境委員会連合

審査会協議 

令和 6年 12月 20日 高山市宿泊税条例可決 

令和 6年 12月 27日 総務省への「法定外目的税（宿泊税）新設協議書」の提出 

令和 7年 2月 13日～ 

2月 21日 
宿泊税事業者事務説明会の開催（計６回） 


